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本日の会議に付した事件 

 

                        令和７年第１回山元町議会臨時会 

                        令和７年１月２３日（木）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 提出議案の説明 

日程第 ４ 議案第 １号 令和２年度小学校教師用教科書及び指導書購入事業に係る物品購入契 

             約の締結について 

日程第 ５ 議案第 ２号 令和３年度小・中学校教師用教科書及び指導書購入事業に係る物品購 

             入契約の締結について 

日程第 ６ 議案第 ３号 令和６年度小学校教師用教科書及び指導書購入事業に係る物品購入契 

             約の締結について 

日程第 ７ 議案第 ４号 令和６年度山元町一般会計補正予算（第５号） 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（菊地康彦君）ただいまから令和７年第１回山元町議会臨時会を開会します。 

      これから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

            〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定により、９番岩佐秀一君、

１０番齋藤俊夫君を指名します。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第２．会期の決定を議題とします。 

      お諮りします。 

      本臨時会の会期は、お手元に配付のとおり、本日１日限りとしたいと思います。 

      これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）異議なしと認めます。 

      よって、会期は本日１日限りに決定しました。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから議長諸報告を行います。 

      議長諸報告は、お手元に配付のとおりでありますのでご覧願います。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第３．提出議案の説明を求めます。 

      本臨時会に提出された議案４件を説明願います。 
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      町長橋元伸一君、登壇願います。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。皆さん、おはようございます。 

      本日、ここに令和７年第１回山元町議会臨時会が開会され、提出議案をご審議いただ

くに当たり、議案の概要をご説明申し上げますので、議員各位のご理解を賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

      それでは、本臨時会においてご審議をいただく議案の概要についてご説明を申し上げ

ます。 

      初めに、予算外の議決議案について申し上げます。議案第１号から３号については、

さきの議会全員協議会においてご説明いたしましたとおり、令和２年度、令和３年度、

令和６年度の教師用教科書及び指導書について、議会の議決を経ずに購入していたこと

が判明したことから、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例に基づき議会の議決が必要であることから、改めて本議会において追

認を求めるものであります。このような不適切な事務処理が発生してしまいましたこと、

改めまして心からおわび申し上げますとともに、今後、このような事態が起きないよう、

教科書採択年度の事務遂行に当たっては、改めて確認を徹底し、法令・法規を確実に遵

守するよう努めてまいります。このたびは誠に申し訳ありませんでした。 

      次に、補正予算関係議案について申し上げます。議案第４号令和６年度山元町一般会

計補正予算（第５号）（案）については、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合

経済対策に基づき、物価高騰の影響を受けた生活者等への支援を速やかに実施するため、

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、各種支援に係る経費を追加計上し

たものであります。 

      具体には、住民税非課税世帯に対し給付金を支給するほか、町独自の支援策として、

全町民に１人当たり５，０００円の商品券を配布するとともに、町内の児童福祉施設に

対する副食費への支援や、県や関係自治体と連携し、亘理土地改良区の農業用水利施設

の光熱水費への支援を実施いたします。なお、これらについては、年度をまたいでの対

応が可能となるよう繰越明許費の設定を併せて提案しております。 

      以上、提案しております議案の概要についてご説明申し上げましたが、各種議案の細

部につきましては、さらに関係課長等に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご

可決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

議 長（菊地康彦君）以上で提出議案の説明を終わります。 

      続いて、菊池教育長から、議案第１号から議案第３号までについて発言の申出があり

ましたので、これを許します。 

      教育長菊池卓郎君、登壇願います。 

教育長（菊池卓郎君）はい、議長。お時間をいただき恐縮です。このたびの不適正な事務処理につ

いて、教育長として改めて心からおわびを申し上げます。今後、二度とこのようなこと

がないよう意を尽くしてまいります。誠に申し訳ありませんでした。今回、追認をお願

いするわけですが、どうかよろしくお取り計らいくださいますようお願いを申し上げま

す。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第４．議案第１号から日程第６．議案第３号までの３件を一括議題とし

ます。 
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      本件について説明を求めます。 

教育総務課長（伊藤和重君）はい、議長。議案第１号、議案第２号、議案第３号について、関連が

ありますので一括でご説明申し上げます。 

      資料Ｎｏ．１、議案の概要をご覧ください。 

      議案第１号から３号、令和２年度、令和３年度、令和６年度教師用教科書及び指導書

購入事業に係る物品購入契約の締結について。 

      提案理由ですが、令和２年度、令和３年度、令和６年度に契約し、取得した小学校及

び中学校教師用教科書並びに指導書について、地方自治法及び議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例の規定による議会の議決が必要なことから、

その追認を求めるため提案するものであります。 

      表について、項目内容の順でご説明いたします。 

      １、契約の目的については、令和２年度小学校、令和３年度小・中学校、令和６年度

小学校、いずれも教師用教科書・指導書購入事業でございます。 

      ２、契約方法についてでは、随意契約によるものです。 

      ３、契約金額については、令和２年度７２６万４，６２０円、令和３年度７００万４，

７６９円、令和６年度９７１万６，４９７円、いずれも消費税を含みます。 

      ４の契約の相手方については、亘理町の株式会社渡辺太陽堂でございます。なお、渡

辺太陽堂につきましては、教科書取扱店として亘理郡内小中学校に教科書供給を行う業

者となります。 

      ５、納品場所については、記載のとおり町内各小中学校でございます。 

      ６、購入品目については、令和２年度、小学校教師用教科書４４８冊、指導書３３０

冊、令和３年度、小学校教師用教科書９３冊、指導書３２冊、中学校教師用教科書５９

冊、指導書６１冊、令和６年度、小学校教師用教科書４００冊、指導書２２９冊でござ

います。 

      資料の裏面をご覧ください。 

      小・中学校教師用教科書及び指導書購入事業の流れでございます。 

      表の一番上になりますけれども、教科書等採択年度、教科書等使用年度に分かれてご

ざいます。 

      採択年度につきましては、６月から開始となりまして、①としまして、教科用図書閲

覧、こちらは教員と教育委員会が行います。②としまして、学校から要望、計画書の作

成を行います。③としまして、仙台地区教科用図書採択協議会へ提出します。その後、

７月につきましては、④としまして、教育委員会臨時会を開催し、教科書等の採択を行

います。１０月から１１月にかけて、⑤としまして、教師用教科書・指導書の冊数決定

を行います。１２月に、本来であれば⑥の教師用教科書・指導書の議会提案（債務負担

行為）を上げなければならないということになります。２月に⑦番としまして、教師用

教科書・指導書の仮契約を行わなければならないということになります。３月につきま

しては、⑧番、議会提案（物品購入７００万以上）ということを行わなければならない

となります。 

      使用年度につきましては、４月から⑨番の教師用教科書・指導書、納品・支払いとい

うことになります。 

      今回の事案につきましては、赤字で記載のある項目が抜けたということになります。 
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      以上が議案第１号から議案第３号までの説明となります。大変申し訳ございませんで

した。よろしくお願いいたします。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから、議案第１号から議案第３号までの質疑を行います。   質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから、議案第１号令和２年度小学校教師用教科書及び指導書購入事業に

係る物品購入契約の締結についてから、議案第３号令和６年度小学校教師用教科書及び

指導書購入事業に係る物品購入契約の締結についてまでの３件の討論を行います。   

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから議案第１号令和２年度小学校教師用教科書及び指導書購入事業に係

る物品購入契約の締結についてから議案第３号令和６年度小学校教師用教科書及び指導

書購入事業に係る物品購入契約の締結についてまでの３件を一括して採決します。 

      お諮りします。 

      本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）異議なしと認めます。 

      議案第１号から議案第３号までの３件は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第７．議案第４号を議題とします。 

      本件について説明を求めます。 

企画財政課長（大和田 敦君）はい、議長。議案第４号令和６年度山元町一般会計補正予算（第５

号）についてご説明いたします。 

      まず、今回の補正の規模でありますが、歳入歳出それぞれ１億２，５７３万７，００

０円を増額し、総額を８７億４，０３９万７，０００円とするものでございます。 

      補正の内容でございますが、国民の安全・安心と持続的な成長に向けた総合経済対策

として、去る１２月１７日、国において重点支援地方交付金が可決・成立し、町に対し

交付限度額が示されたところでございます。このことを踏まえまして、国が示す住民税

非課税世帯に対する給付金をはじめ、町独自の取組として３つの事業を実施すべく、係

る予算を措置するものでございます。 

      それでは、歳出予算からご説明いたします。 

      ７ページをお開き願います。 

      ３款民生費１項社会福祉費ですが、住民税非課税世帯に対し１世帯当たり３万円を給

付するとともに、同居する１８歳以下の児童数に応じ加算金２万円を給付するものにな

ります。電算システム改修費用などの事務費を含め、合計で５，２６９万９，０００円

を計上してございます。 
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      ３款民生費２項児童福祉費にあります児童福祉施設副食費高騰支援事業補助金としま

して１１万９，０００円を計上しております。こちらは、食材費等の物価高騰に伴い副

食費が増嵩していることから、保護者の負担軽減を図るため、町内の私立保育園２施設

に対し補助金を交付し、支援するものになります。 

      ６款農林水産業費１項農業費ですが、農業水利施設管理緊急対策事業補助金として３

３３万９，０００円を計上しております。こちらは、亘理土地改良区が所管します農業

水利施設について、電気料などの増嵩が著しく、受益者である農家の負担を軽減するた

め、補助金を交付し、支援するものになります。なお、本事業に関しましては、宮城県

及び亘理町と共同で取り組む事業となります。 

      ７款商工費１項商工費ですが、物価高騰支援商品券配布事業補助金としまして６，９

５８万円を計上してございます。こちらは、町民１人当たり５，０００円の期限付商品

券を配布し、生活を支援するとともに、商品券活用による地域経済の活性化を図るもの

でございます。 

      次に、歳入予算についてご説明いたします。 

      ６ページにお戻りをお願いいたします。 

      １５款国庫支出金２項国庫補助金ですが、歳出でご説明しました４つの事業に係る財

源としまして、国から１億２１９万円が交付されるものでございます。 

      １９款繰入金２項繰入金ですが、歳入歳出の財源調整として、財政調整基金から２，

３５４万７，０００円を取り崩すものでございます。この結果、今回の補正による取崩

し額の累計は９億１，８２１万１，０００円となり、基金残高は４１億２，３０３万円

となります。 

      続いて、繰越明許費についてご説明いたします。 

      ３ページにお戻り願います。 

      歳出でご説明いたしました４つの事業につきましては、年度内での事業完了が厳しく、

令和７年度への繰越しが想定されますことから、全ての事業について繰越明許費を設定

するものでございます。 

      以上で議案第４号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

１０番（齋藤俊夫君）はい、議長。６ページの歳入のところで総括的なお尋ねをしたいと思います。 

      昨今のこの物価高騰を踏まえた今回の町の取組のメニュー、総じて時宜を得た内容だ

ろうというふうに思うわけでございますけれども、この財源となっております国の交付

金の関係についてね、改めてこの場であえて確認をさせていただきますけども、この１

億円を超える交付金の概要として、先般の全協の中で低所得者世帯枠と推奨事業メニュ

ー、２つあるというふうな説明がございましたが、この１億円を超える交付金について

ですね、具体的にその大きな枠に沿った使い方というか割合といいますかね、そういう

ものがあらかじめ設定されているのか否かについて確認をさせていただきたいというふ

うに思います。 

企画財政課長（大和田 敦君）はい、議長。お答え申し上げます。 

      国のこの交付金については、大きく２つの内容と分かれてございます。 

      まず、１点目、低所得者支援枠とございまして、こちらの交付額については、４，９
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６６万２，０００円ほど交付されます。こちらに関しましては、先ほどご説明いたしま

した国から指定・指示されてございます。内容は、非課税世帯に対する給付費に充当す

るようにというふうなことがこの趣旨になってございます。 

      もう１点、推奨事業メニューとしまして、こちらに関しましては、５，１０６万５，

０００円が交付されておりますけども、これは、あらかじめ国からこういった事業が想

定されますねというふうなことで例題が示されます。その中から、しからば山元町とし

てはどういった事業が展開できるかというふうなものを、全庁的に協議をし、今回、こ

のような事業展開に至るというふうな結果となります。よろしくお願いいたします。 

議 長（菊地康彦君）よろしいですか。そのほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから議案第４号令和６年度山元町一般会計補正予算（第５号）を採決し

ます。 

      お諮りします。 

      本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）異議なしと認めます。 

      議案第４号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これで本日の議事日程は全部終了しました。 

      会議を閉じます。 

      令和７年第１回山元町議会臨時会を閉会します。 

      お疲れさまでした。 

午前１０時２３分 閉 会 

                                             

 


